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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

山形航空株式会社所属セスナ式１７２Ｍ型ＪＡ３６６５は、昭和５２年５月２８日１５時

０２分ころ山形空港に着陸の際ハードランデングし、航空機は中破した。

当該機には、機長の外３名が同乗していたが死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５２年５月３０日～３１日　現場調査

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５２年９月６日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３６６５は機長の他パイロット１名が乗組み１３時４５分から約３０分間離着陸の 

慣熟飛行を行った後、レジャー飛行として機長の他友人３名が乗組み、有視界飛行方式 

により１４時３０分山形空港を離陸した。

機長は山形市上空を飛行した後、１４時４８分ころ山形ラジオと交信し、着陸のため 

の情報を要求し、同ラジオから「風向０２０°風速１５ノット滑走路０１」の情報を入手 

した後場周経路に向った。

機長はベースレッグで定期便のＢ‐７３７が離陸するので後流に注意するようにとの情

報を得た後ファイナルレッグに進入し、 フラップを１０°、 ２０°次いで ３０°（フルフラ

ップ）にして進入を続けた。

当時の対気速度は８０マイル／時で通常よりやゝ速かった。

機長は高度約５メートルで返し操作を始めたが、返しきらないうちに滑走路端から約 

３５０メートル内側に主車輪から接地してバウンドした。

次いで同機は約４０メートル前方に前車輪から接地し、続いて尾部の係留環を滑走路 

に接触して、さらに高くバウンドした後約３０メートル前方に前車輪から接地してプロ 

ペラが滑走路に接触し、次いで尾部の係留環が再度滑走路に接触した。

機長の口述によると、最初にバウンドした後は操縦輪を中立に、またスロットルレバ 

ーはアイドル位置に保持していた。

同機はその後通常通りに地上滑走を続けランプに帰投した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０

軽傷　０　０　０

なし　１　３

２．３　航空機の損壊の程度



中破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和２０年１月１日生

自家用操縦士技能証明書　第６９３３号

昭和５１年９月２５日取得

第三種航空身体検査証明書　第３１６８００６５号

有効期間　昭和５１年１０月２３日から昭和５２年１０月２２日まで

総飛行時間　１２６時間１２分

最近３０日間の飛行時間　１時間００分

２．６　航空機に関する情報

型式　セスナ式１７２Ｍ型

製造番号　１７２６１３５７

製造年月日　１９７３年１月２６日

耐空証明書　第東５１‐１５２

有効期間　昭和５１年７月５日から昭和５２年７月４日まで

総使用時間　７９４時間４６分

重量及び重心位置　２，３００ポンド、４３．４５インチで許容範囲内であった。

２．７　気象に関する情報

山形地方気象台山形空港出張所の１５時００分の観測値は次のとおりであった。

風向風速０２０°／１５ノット、視程１０キロメートル以上、雲量１／８積雲、雲高４０００

フイート、気温２２℃、露点温度１２℃、ＱＮＨ２９．８５

２．８　航空機の損壊に関する情報

前車輪ホイールの変形。

前車輪を取付けている防火壁及びその後方胴体下面に歪み。

プロペラ１枚に３ミリメートルの磨耗（許容範囲の長さ１２．７ミリメートル内）。



３　事実を認定した理由

３．１　解析

ＪＡ３６６５の調査結果及び機長の口述から、同機は事故発生まで機体、エンジン等は 

正常な状態であったものと認められる。

当日の気象は、機長が離着陸訓練を行った時と大きな変化はなく、風向風速は滑走路 

方位にほヾ正対の１０～１５ノットであった。

同機が着陸した約３分前にＢ‐７３７が離陸しているが、機長の口述及び事故の状況か 

ら同機の後流の影響はなかったものと推定される。

ファイナルレッグでの後半の速度は、機長の口述から通常の７５マイル／時に対し８０ 

マイル／時と速く、目撃者の口述からも通常より速かったものと認められ、機長はファ 

イナルレッグにおける速度処理が不適切なまゝ返し操作に移り、かつ高度及び速度に応 

じた返し操作が不十分だったことによりバウンドしたものと認められる 。

当該着陸における第２及び第３回目の接地は、いずれも機首下げ姿勢で接地した後、 

機首が上り尾部が滑走路に接触しており、これは第１回目のバウンド後の操作が不適切 

であったためポーポイズ状態に陥いり、ハードランデングに至ったものと推定される。

４　結論

(1)　機長は適法な資格を有していた。

(2)　同機は有効な耐空証明を有し、事故発生まで正常であった。

(3)　当時の気象は事故発生に関連なかったものと推定される。

(4)　Ｂ‐７３７の後流の影響はなかったものと推定される。

(5)　同機のファイナルレッグにおける対気速度は通常よりもやゝ速かった。

(6)　接地寸前の返し操作が不十分であったためバウンドした。

(7)　バウンド後の操作が不適切であったためポーポイズ状態に陥り、ハードランデング

に至ったものと推定される。

原因

本事故は、機長の接地寸前における返し操作が不十分であったこと及びその後の修正



操作が不適切であったため、ハードランデングに至ったものと推定される。


